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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当期純損失が計上

されているため記載しておりません。 

３．平成16年２月20日付をもって普通株式１株を３株に分割しております。なお、第12期中間連結会計期間の１

株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益並びに第12期の１株当たり当期純損失は、株

式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） 6,977,942 11,484,467 11,610,554 16,456,319 24,355,489 

経常利益 （千円） 269,500 371,736 363,875 637,743 946,257 

中間（当期）純利益 

又は当期純損失（△） 
（千円） 72,122 165,379 194,917 △234,361 483,206 

純資産額 （千円） 3,397,146 3,091,472 3,522,536 3,053,454 3,383,892 

総資産額 （千円） 5,054,544 6,389,060 5,906,669 6,837,298 6,810,583 

１株当たり純資産額 （円） 52,823.99 48,895.83 55,886.94 47,786.63 53,774.30 

１株当たり中間（当期） 

純利益又は１株当たり当期

純損失（△） 

（円） 1,123.75 2,590.29 3,095.20 △3,655.66 7,617.43 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） 1,110.81 2,580.81 3,065.50 － 7,583.04 

自己資本比率 （％） 67.2 48.4 59.6 44.7 49.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 253,042 △528,217 △323,251 935,597 △264,472 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △103,402 △289,815 △28,214 △580,503 △498,125 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △93,364 △126,972 △162,748 △130,572 △48,476 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） 2,160,662 1,383,903 1,003,619 2,328,908 1,517,834 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

189 

(273) 

288 

(380) 

314 

(261) 

226 

(275) 

282 

(248) 



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．平成16年２月20日付をもって普通株式１株を３株に分割しております。なお、第12期中間会計期間の１株当

たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益並びに第12期の１株当たり当期純利益及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） 6,737,196 8,850,277 8,931,846 15,473,592 18,826,286 

経常利益 （千円） 296,490 281,072 238,254 656,004 678,237 

中間（当期）純利益 （千円） 99,493 98,278 116,212 273,905 315,533 

資本金 （千円） 1,081,636 1,085,035 1,089,889 1,085,035 1,086,140 

発行済株式総数 （株） 65,839.18 65,931.18 66,063.18 65,931.18 65,961.18 

純資産額 （千円） 3,401,130 3,509,251 3,761,037 3,538,335 3,701,099 

総資産額 （千円） 4,995,009 7,043,473 6,325,509 6,246,854 7,128,474 

１株当たり純資産額 （円） 52,885.94 55,503.57 59,670.90 55,375.01 58,815.12 

１株当たり中間（当期） 

純利益 
（円） 1,550.22 1,539.30 1,845.40 4,272.47 4,974.17 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） 1,532.37 1,533.66 1,827.69 4,240.30 4,951.72 

１株当たり中間（年間） 

配当額 
（円） － － － 1,000 1,000 

自己資本比率 （％） 68.1 49.8 59.5 56.6 51.9 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

166 

(170) 

267 

(190) 

231 

(242) 

152 

(144) 

206 

(234) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

    ２．全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

    ３．従業員数が前連結会計年度末に比べ32人増加しておりますが、その主な要因は、移動体通信機器販売事業の

法人営業の拡大に伴う増員であります。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

    ２．従業員数が前事業年度末に比べ25人増加しておりますが、その主な要因は、移動体通信機器販売事業の法人

営業の拡大に伴う増員であります。 

(3) 労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

移動体通信機器販売事業 244 （159） 

ネットワーク事業 22 （ 97） 

人材サービス事業 28 （ 5） 

全社（共通） 20 （ －） 

合計 314 （261） 

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 231（242）  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益における改善が続くとともに、当社グループの業績に強い

影響をもつ個人消費においても、緩やかな増加が続くなど比較的堅調に推移しました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループでは、移動体通信機器販売事業における利益の確保、新規事業のネ

ットワーク事業及び人材サービス事業の育成に努めてまいりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高11,610百万円（前年同期比101.1%）、営業利益356百万円（同

97.1%）、経常利益363百万円（同97.9％）、中間純利益194百万円（同117.9%）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （移動体通信機器販売事業） 

 移動体通信機器販売事業においては、移動体端末向けの地上デジタル放送サービス、いわゆるワンセグ対応端末

が発売されるなど、当中間連結会計期間での需要の拡大が見込まれました。しかしながら、今年１０月にスタート

する番号ポータビリティ制度を目前にした顧客の買い控えも一部で見られ、市場全体の加入者純増数は前年同期並

みの２６９万回線（前年同期は２５９万回線）にとどまりました。当社が主力として取り扱うボーダフォンは、ワ

ンセグ対応端末の販売は比較的好調に推移したものの、全体の販売数量は想定したほどの伸びが見られませんでし

た。また、今年３月にソフトバンクによるボーダフォンの買収が発表されたことで、１０月からのソフトバンクへ

のブランドチェンジ及び新サービス展開等への期待感による買い控えも生じたものと認識しております。 

 このような環境の中で、当社グループでは、主に、残された成長市場である法人市場への対応強化、店舗での顧

客ニーズに応じた販売活動の徹底に注力しました。法人市場への対応については、セールス担当者を増員するなど

体制を強化した上で、新規顧客の開拓及び店舗に来店される法人顧客に対するフォロー営業等により、効率的に収

益を拡大しました。一方、店舗での販売活動については、乱売競争の回避による粗利益の確保、３G端末の販売増

に伴い需要の高いSDカード等の付属品商材の販売強化、並びに新規販売だけに偏らない顧客満足度の維持・向上を

意識した機種変更及びアフターサービス等のバランスを考えた販売の徹底による収益積み上げに注力しました。 

 当中間連結会計期間における移動体通信機器販売事業の売上高は10,663百万円（前年同期比98.0%）、営業利益

は583百万円（同85.2%）となりました。 

 （ネットワーク事業） 

 ネットワーク事業においては、当社グループが主力として取り扱う基本料金直収型の固定電話サービスの市場全

体の契約数が、通信事業者の同分野への投資抑制もあり、サービスがスタートした昨年に比べて縮小するなど、当

社グループにとっては大変厳しい環境となりました。 

 このような環境の中、当社グループでは、事業収支の改善を重視し、事業規模を縮小し、効率性を高めて運営し

てまいりました。こうした当社グループの取り組みに加え、通信事業者による一定期間のみの手数料条件の見直

し、並びに申込手続きの改善による解約率の低下等もありましたが、営業損失を計上する結果となりました。 

 当中間連結会計期間におけるネットワーク事業の売上高は364百万円（前年同期比128.1%）、営業損失は2百万円

（前年同期は営業損失104百万円）となりました。 

 （人材サービス事業） 

 人材サービス事業の主力である携帯電話販売スタッフの派遣においては、携帯電話販売代理店各社の派遣スタッ

フ活用の傾向が強まるなど、派遣スタッフへの需要は堅調に推移しました。 

 このような環境の中、当社グループでは、昨年下半期に半期黒字化を達成したことから、追加投資に踏み切り、

大阪に拠点を開設いたしました。この大阪の拠点開設の効果もあり、売上高は順調に伸長いたしました。しかしな

がら、営業損益は、先行投資の影響により、営業損失を計上する結果となりました。 

 当中間連結会計期間における人材サービス事業の売上高は714百万円（前年同期比197.9%）、営業損失は12百万

円（前年同期は営業損失34百万円）となりました。 



(2) キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末より380百万円減少し、当中間連結

会計期間末残高は1,003百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益364百万円の計上、売上債権496百万円の減

少による収入、たな卸資産124百万円の増加による支出、仕入債務611百万円の減少による支出及び法人税等の支払

額307百万円により、当中間連結会計期間は323百万円の支出（前中間連結会計期間は528百万円の支出）となりま

した。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得よる支出82百万円等により、当中間連結会計期間は

28百万円の支出（前中間連結会計期間は289百万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出107百万円及び配当金の支払額62百万円等

により、当中間連結会計期間は162百万円の支出（前中間連結会計期間は126百万円の支出）となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

①生産実績 

当社グループは生産を行っておりませんので、該当事項はありません。 

②商品仕入実績 

当中間連結会計期間の商品仕入実績は、次のとおりであります。 

（注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③受注状況 

当社グループは受注販売を行っておりませんので、該当事項はありません。 

④販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

   ２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりであります。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  (単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前年同期比 

移動体通信機器販売事業 7,725,298 93.2% 

ネットワーク事業 － －  

人材サービス事業 70 18.9% 

合計 7,725,369 93.2% 

  (単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称 品目 
当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前年同期比 

移動体通信機器販売事業 

商品売上高 2,047,120  100.7% 

受取手数料 8,616,676 97.4% 

小計 10,663,797 98.0% 

ネットワーク事業 受取手数料 364,020 128.1% 

人材サービス事業 売上高 582,736 179.8% 

合計 11,610,554 101.1% 

  (単位：千円)

相手先 

前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

金額 割合 金額 割合 

ボーダフォン株式会社 9,001,396 78.4% 8,768,209 75.5% 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

   当中間連結会計期間において、移動体通信機器販売網を拡充するために新設又は営業譲受けによって取得した主要

  な設備は、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．従業員数の（ ）内は、外書きで平均臨時雇用者数であります。 

   当中間連結会計期間において、北見コールセンターの撤退に伴い、事務所設備を売却しております。その設備の

状況は、次のとおりであります。なお、同コールセンターの通信設備及び什器等（器具備品18,638千円）につきまし

ては、他事務所への移動を行っております。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

会社名 

事業所名 
所在地 

事業の種類別 

セグメントの 

名称      

設備の 

内容 

帳簿価額（千円） 

完了年月 

従業員

数  

（人）

建物及び

構築物 
器具備品 合計 

 当社 

Vodafone 桑名大山田  

三重県 

桑名市 

移動体通信機

器販売事業 

店舗設備及

び什器 
8,757 1,775 10,533 

 平成18年 

 １月 

１ 

（１）

 当社 

Vodafone あきる野 

東京都 

あきる野市 

移動体通信機

器販売事業  

店舗設備及

び什器  
6,947 1,165 8,113 

 平成18年 

 ３月 

２ 

（２）

 当社 

Vodafone 飯田橋 

東京都 

千代田区 

移動体通信機

器販売事業 

店舗設備及

び什器  
994 549 1,543 

 平成18年 

 ３月 

１ 

（２）

 当社 

Vodafone 多摩センター 

東京都 

多摩市 

移動体通信機

器販売事業  

店舗設備及

び什器  
10,948 747 11,695 

 平成18年 

 ５月 

３ 

（２）

 当社  

Vodafone 美和 

愛知県 

海部郡 

移動体通信機

器販売事業 

店舗設備及

び什器  
11,955 1,072 13,027 

 平成18年 

 ６月 

３ 

（０）

会社名 

事業所名 
所在地 

事業の種類別 

セグメントの名称  
設備の内容

帳簿価額（千円） 
従業員数 

（人） 
建物及び

構築物 
合計 

 当社 

北見コールセンター 

北海道 

北見市 
ネットワーク事業 事務所設備 1,382 1,382  － 



２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備等の新設について完了したものは、

「1. 主要な設備の状況」に記載のとおりであります。 

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

会社名 

事業所名 
所在地 

事業の種類別 

セグメントの 

名称      

設備の内容

投資予定金額 
資金調達方

法 

 着手及び完了予

定年月 

総額 

(千円) 

既支払額

(千円) 
着手 完了 

当社 

ソフトバンク上石神井 

東京都  

練馬区  

移動体通信機

器販売事業 

店舗設備及

び什器  
14,000 － 自己資金 

平成18年

９月  

平成18年

10月  

当社 

ソフトバンク明大前 

東京都 

世田谷区 

移動体通信機

器販売事業 

店舗設備及

び什器  
13,000 － 自己資金 

平成18年

９月  

平成18年

10月  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」には、平成18年９月１日から当半期報告書提出日までの新株予約権（旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権を含む。）の権利行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 263,700 

計 263,700 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 66,063.18 66,090.18 ジャスダック証券取引所 － 

計 66,063.18 66,090.18 － － 



(2) 【新株予約権等の状況】 

(イ）旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりでありま

す。 

① 平成11年11月11日開催臨時株主総会決議 

 （注）１．行使の条件 

(1) 新株引受権対象株式数の一部につき権利を行使することができる。ただし、１株の整数倍の株数をすべて

行使した後に残存する１株未満の株数については、これを１回限り行使することができる。 

(2) 次の場合にはその権利を喪失する。 

① 当社に在籍・在任しなくなった場合 

② 当社の就業規則により諭旨退職以上の懲戒処分を受けた場合 

③ 破産宣告を受けた場合 

２．行使価格の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整され、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

３．株式数の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合は、次の算式により新株引受権の株式数を調整す

る。ただし、調整により生じる0.1株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４．上記２、３、権利行使及び一部退職者の権利失効により平成11年11月11日開催の臨時株主総会において決議

された株式数48株及び発行価格1,250,000円は、平成18年６月30日及び平成18年８月31日現在、株式数216株

及び発行価格92,593円に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）     216 （注）３、４  同左  

新株予約権の行使時の払込金額（円）    92,593 （注）２、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成13年11月12日 

至   平成21年11月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      92,593 

      （注）２、４ 

資本組入額     46,297 

同左 

新株予約権の行使の条件 

臨時株主総会決議及び取締役会

決議に基づき、当社と付与対象

者との間で締結する「新株引受

権付与契約」に定めるものとす

る。（注）１ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権は譲渡、担保権の設

定、遺贈その他の処分をするこ

とができない。 

権利行使期間到来日以降に死亡

した場合にはその相続人は相続

することができる。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 



② 平成12年３月15日開催定時株主総会決議 

 （注）１．行使の条件 

(1) 新株引受権対象株式数の一部につき権利を行使することができる。ただし、１株の整数倍の株数をすべて

行使した後に残存する１株未満の株数については、これを１回限り行使することができる。 

(2) 次の場合にはその権利を喪失する。 

① 当社に在籍・在任しなくなった場合 

② 当社の就業規則により諭旨退職以上の懲戒処分を受けた場合 

③ 破産宣告を受けた場合 

２．行使価格の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整され、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

３．株式数の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合は、次の算式により新株引受権の株式数を調整す

る。ただし、調整により生じる0.1株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４．上記２、３及び一部退職者の権利失効により平成12年３月15日開催の定時株主総会において決議された株式

数14株及び発行価格850,000円は、平成18年６月30日及び平成18年８月31日現在、株式数36株及び発行価格

94,445円に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）       36（注）３、４  同左  

新株予約権の行使時の払込金額（円）     94,445（注）２、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成14年３月16日 

至   平成22年３月15日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      94,445 

       （注）２、４ 

資本組入額     47,223 

同左 

新株予約権の行使の条件 

定時株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与

対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定める

ものとする。（注）１ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権は譲渡、担保権の

設定、遺贈その他の処分をす

ることができない。 

権利行使期間到来日以降に死

亡した場合にはその相続人は

相続することができる。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 



③ 平成13年３月29日開催定時株主総会決議 

 （注）１．行使の条件 

(1) 新株引受権対象株式数の一部につき権利を行使することができる。ただし、１株の整数倍の株数をすべて

行使した後に残存する１株未満の株数については、これを１回限り行使することができる。 

(2) 次の場合にはその権利を喪失する。 

① 当社に在籍・在任しなくなった場合 

② 当社の就業規則により諭旨退職以上の懲戒処分を受けた場合 

③ 破産宣告を受けた場合 

２．行使価格の調整 

権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行するときには次の算式により発行価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

また、当社が、株式の分割もしくは併合を行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または

株式交換もしくは株式移転を行う場合その他、新株引受権付与契約において定める一定の場合にも、同契約

で定めるところにより発行価額を適切に調整するものとする。 

３．株式数の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は、次の

算式により新株引受権の株式数を調整されるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、

未行使の新株引受権の目的たる株式の数については、当社は必要と認められる株式の数の調整を行うものと

する。 

４．上記２、３、権利行使及び一部退職者の権利失効により平成13年３月29日開催の定時株主総会において決議

された株式数58株及び発行価格679,744円は、平成18年６月30日及び平成18年８月31日現在、株式数261株及

び発行価格73,022円に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）      261（注）３、４ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     73,022（注）２、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成14年４月１日 

至   平成23年３月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      73,022 

       （注）２、４ 

資本組入額     36,511 

同左 

新株予約権の行使の条件 

定時株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与

対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定める

ものとする。（注）１ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権は譲渡、担保権の

設定、遺贈その他の処分をす

ることができない。 

権利行使期間到来日以降に死

亡した場合にはその相続人は

相続することができる。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
新規発行前の１株当たり株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 



③ 平成13年３月29日開催定時株主総会決議 

 （注）１．行使の条件 

(1) 新株引受権対象株式数の一部につき権利を行使することができる。ただし、１株の整数倍の株数をすべて

行使した後に残存する１株未満の株数については、これを１回限り行使することができる。 

(2) 次の場合にはその権利を喪失する。 

① 当社に在籍・在任しなくなった場合 

② 当社の就業規則により諭旨退職以上の懲戒処分を受けた場合 

③ 破産宣告を受けた場合 

２．行使価格の調整 

権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行するときには次の算式により発行価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

また、当社が、株式の分割もしくは併合を行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または

株式交換もしくは株式移転を行う場合その他、新株引受権付与契約において定める一定の場合にも、同契約

で定めるところにより発行価額を適切に調整するものとする。 

３．株式数の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は、次の

算式により新株引受権の株式数を調整されるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、

未行使の新株引受権の目的たる株式の数については、当社は必要と認められる株式の数の調整を行うものと

する。 

４．上記２、３、権利行使及び一部退職者の失効により平成13年３月29日開催の定時株主総会において決議され

た株式数68株及び発行価格679,744円は、平成18年６月30日現在、株式数153株及び発行価格73,022円、平成

18年８月31日現在、株式数135株及び発行価格73,022円に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）      153（注）３、４      135（注）３、４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     73,022（注）２、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成15年４月１日 

至   平成23年３月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      73,022 

       （注）２、４ 

資本組入額     36,511 

同左 

新株予約権の行使の条件 

定時株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与

対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定める

ものとする。（注）１ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権は譲渡、担保権の

設定、遺贈その他の処分をす

ることができない。 

権利行使期間到来日以降に死

亡した場合にはその相続人は

相続することができる。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
新規発行前の１株当たり株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 



④ 平成14年３月28日開催定時株主総会決議 

 （注）１．行使の条件 

(1) 新株引受権対象株式数の一部につき権利を行使することができる。ただし、１株の整数倍の株数をすべて

行使した後に残存する１株未満の株数については、これを１回限り行使することができる。 

(2) 次の場合にはその権利を喪失する。 

① 当社に在籍・在任しなくなった場合 

② 当社の就業規則により論旨退職以上の懲戒処分を受けた場合 

③ 破産宣告を受けた場合 

２．行使価格の調整 

権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する時には次の算式により発行価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

また、当社が、株式の分割もしくは併合を行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または

株式交換もしくは株式移転を行う場合その他、新株引受権付与契約において定める一定の場合にも、同契約

で定めるところにより発行価額を適切に調整するものとする。 

３．株式数の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は、次の

算式により新株引受権の株式数を調整されるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、

未行使の新株引受権の目的たる株式の数については、当社は必要と認められる株式の数の調整を行うものと

する。 

４．上記２、３、権利行使及び一部退職者の権利失効により平成14年３月28日開催の定時株主総会において決議

された株式数224株及び発行価格229,268円は、平成18年６月30日現在、株式数330株及び発行価格73,888

円、平成18年８月31日現在、株式数327株及び発行価格73,888円に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）      330（注）３、４      324（注）３、４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     73,888（注）２、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成15年４月１日 

至   平成19年３月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      73,888 

       （注）２、４ 

資本組入額     36,944 

同左 

新株予約権の行使の条件 

定時株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与

対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定める

ものとする。（注）１ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権は譲渡、担保権の

設定、遺贈その他の処分をす

ることができない。 

権利行使期間到来日以降に死

亡した場合にはその相続人は

相続することができる。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
新規発行前の１株当たり株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 



④ 平成14年３月28日開催定時株主総会決議 

 （注）１．行使の条件 

(1) 新株引受権対象株式数の一部につき権利を行使することができる。ただし、１株の整数倍の株数をすべて

行使した後に残存する１株未満の株数については、これを１回限り行使することができる。 

(2) 次の場合にはその権利を喪失する。 

① 当社に在籍・在任しなくなった場合 

② 当社の就業規則により諭旨退職以上の懲戒処分を受けた場合 

③ 破産宣告を受けた場合 

２．行使価格の調整 

権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する時には次の算式により発行価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

また、当社が、株式の分割もしくは併合を行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または

株式交換もしくは株式移転を行う場合その他、新株引受権付与契約において定める一定の場合にも、同契約

で定めるところにより発行価額を適切に調整するものとする。 

３．株式数の調整 

権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は、次の

算式により新株引受権の株式数を調整されるものとする。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、

未行使の新株引受権の目的たる株式の数については、当社は必要と認められる株式の数の調整を行うものと

する。 

４．上記２、３、権利行使及び一部退職者の権利失効により平成14年３月28日開催の定時株主総会において決議

された株式数73株及び発行価格229,268円は、平成18年６月30日現在、株式数18株及び発行価格73,888円、

平成18年８月31日現在、株式数９株及び発行価格73,888円に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）      18（注）３、４      ９（注）３、４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     73,888（注）２、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成16年４月１日 

至   平成19年３月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      73,888 

       （注）２、４ 

資本組入額     36,944 

同左 

新株予約権の行使の条件 

定時株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与

対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定める

ものとする。（注）１ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権は譲渡、担保権の

設定、遺贈その他の処分をす

ることができない。 

権利行使期間到来日以降に死

亡した場合にはその相続人は

相続することができる。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
新規発行前の１株当たり株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 



(ロ）旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

⑤ 平成15年３月27日開催定時株主総会決議 

 （注）１．各新株予約権の目的たる株式の数は１株とする。当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、各

新株予約権の目的たる株式の数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株

未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、各新株予約権の目的たる株式の数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的

な範囲で各新株予約権の目的たる株式の数を調整する。 

２．新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日を除く。）の日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格（以下、

「最終価格」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金

額が発行日の最終価格（当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、

発行日の最終価格とする。 

なお、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株

予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率

に応じて比例的に調整されるものとし、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調

整する。 

３．上記１、２及び一部退職者の権利失効により、平成15年３月27日開催の定時株主総会及び平成15年８月29日

開催の取締役会において決議された株式数100株及び発行価格172,000円は、平成18年６月30日及び平成18年

８月31日現在、株式数150株及び発行価格57,334円に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）      150（注）１、３ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）       150（注）１、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     57,334（注）２、３ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成16年４月１日 

至   平成20年３月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     57,334 

       （注）２、３ 

資本組入額    28,667 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使はで

きないこととする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



⑥ 平成17年３月29日開催定時株主総会決議 

 （注）１．各新株予約権の目的たる株式の数は１株とする。当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、各

新株予約権の目的たる株式の数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株

未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、各新株予約権の目的たる株式の数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的

な範囲で各新株予約権の目的たる株式の数を調整する。 

２．新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、

その金額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、発行日

の終値とする。 

なお、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株

予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率

に応じて比例的に調整されるものとし、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調

整する。 

３．一部退職者の権利失効により、平成17年３月29日開催の定時株主総会及び平成17年４月28日開催の取締役会

において決議された新株予約権の数1,304個及び株式数1,304株は、平成18年６月30日現在、それぞれ1,084

個、1,084株、平成18年８月31日現在、それぞれ1,043個、1,043株に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）      1,084（注）１、３      1,033（注）１、３ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）      1,084（注）１、３      1,033（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）      105,000（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成19年４月１日 

至   平成24年３月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     105,000 

        （注）２ 

資本組入額     52,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使はで

きないこととする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



⑦ 平成18年３月30日開催定時株主総会決議 

 （注）１．各新株予約権の目的たる株式の数は１株とする。当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、各

新株予約権の目的たる株式の数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株

未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、各新株予約権の目的たる株式の数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的

な範囲で各新株予約権の目的たる株式の数を調整する。 

２．新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、

その金額が発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、発行日

の終値とする。 

なお、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株

予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併合の比率

に応じて比例的に調整されるものとし、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調

整する。 

３．一部退職者の権利失効により、平成18年３月30日開催の定時株主総会及び平成18年４月28日開催の取締役会

において決議された新株予約権の数654個及び株式数654株は、平成18年６月30日現在、それぞれ646個、646

株、平成18年８月31日現在、それぞれ627個、627株に調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）       646（注）１、３       627（注）１、３ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）       646（注）１、３       627（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）      146,000（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自   平成20年４月１日 

至   平成25年３月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     146,000  

         （注）２ 

資本組入額     73,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使はで

きないこととする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加であります。 

(4) 【大株主の状況】 

 （注）１.当社が保有している株式については、会社法第308条第２項（旧商法第241条第３項）の規定により議決権があ

     りません。 

    ２.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

      日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）    2,362.00株 

      資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）    1,000.00株 

            資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口）       610.00株 

            日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）      1,070.00株 

    ３.インベスコ投信投資顧問株式会社から平成18年８月15日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成18年７

     月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時

     点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

年  月  日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減
額（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金 
残高（千円） 

平成18年１月１日 

 ～ 

平成18年６月30日(注) 

102.00 66,063.18 3,748 1,089,889 3,748 1,544,296 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社日本ビジネス開発 東京都世田谷区成城2-19-10 17,550.00 26.57 

西川 猛 東京都世田谷区 16,454.00 24.91 

株式会社ベルパーク 東京都千代田区平河町1-4-12 3,033.50 4.59 

ボーダフォン株式会社 東京都港区愛宕2-5-1  2,385.00 3.61 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社 
東京都中央区晴海1-8-11  2,362.00 3.58 

エイチエスビーシーバンクピーエ

ルシーアカウントアトランティス

ジャパングロースファンド 

（常任代理人 香港上海銀行東京

支店） 

2 COPTHALL AVENUE,LONDON,EC2R 7DA UK 

（東京都中央区日本橋3-11-1） 
1,846.00 2.79 

資産管理サービス信託銀行株式会

社 
東京都中央区晴海1-8-12  1,610.00 2.44 

岩崎 泰次 静岡県静岡市  1,500.00 2.27 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社 
東京都港区浜松町2-11-3  1,070.00 1.62 

藪 考樹 東京都中央区 1,000.00 1.51 

ゴールドマンサックスインターナ

ショナル 

（常任代理人 ゴールドマン・サ

ックス証券会社東京支店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, 

U.K 

（東京都港区六本木6-10-1） 

1,000.00 1.51 

計 ― 49,810.50 75.40 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

 （株） 

株券等保有割合

（％） 

 インベスコ投信投資顧問株式会社 東京都港区虎ノ門4-3-1  4,000.00 6.05 



(5) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式0.5株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   3,033  － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  63,026 63,026 － 

単元未満株式 普通株式        4.18 － － 

発行済株式総数 66,063.18 － － 

総株主の議決権 － 63,026 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ベルパーク 
東京都千代田区平河

町１丁目４番12号 
3,033 － 3,033 4.59 

計 － 3,033 － 3,033 4.59 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありせん。 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（千円） 131 142 143 149 148 116 

最低（千円） 98 94 102 118 110 94 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き,当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき,当

中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の中間財務諸表につ

いては中央青山監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30

日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間財務諸表に

ついてはあずさ監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間 中央青山監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間 あずさ監査法人 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     1,383,903 1,003,619   1,517,834 

２．売掛金及び 
営業未収入金 

    2,129,874 1,903,010   2,399,386 

３．たな卸資産     1,413,471 1,415,135   1,286,622 

４．その他     181,295 199,355   175,238 

５．貸倒引当金     △306 △4,228   △1,073 

流動資産合計     5,108,237 80.0 4,516,893 76.5   5,378,008 79.0

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物     195,371 266,480   216,102 

(2）その他     98,949 86,712   107,130 

有形固定資産合計     294,321 4.6 353,192 6.0   323,233 4.7

２．無形固定資産     27,931 0.4 30,745 0.5   22,316 0.3

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券     100,477 119,515   105,688 

(2) 敷金     636,922 684,557   767,222 

(3) その他     223,064 202,139   216,318 

(4) 貸倒引当金     △1,895 △375   △2,204 

投資その他の資産
合計 

    958,569 15.0 1,005,837 17.0   1,087,025 16.0

固定資産合計     1,280,822 20.0 1,389,776 23.5   1,432,575 21.0

資産合計     6,389,060 100.0 5,906,669 100.0   6,810,583 100.0

            
 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金及び 
営業未払金 

    2,233,952 1,452,404   2,064,253 

２．賞与引当金     48,908 54,719   48,255 

３．短期解約損失 
引当金 

    81,205 34,080   77,951 

４．その他     850,219 757,560   1,053,178 

流動負債合計     3,214,286 50.3 2,298,765 38.9   3,243,639 47.6

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金     25,811 29,808   24,463 

２．その他     57,489 55,559   158,588 

固定負債合計     83,300 1.3 85,368 1.5   183,051 2.7

負債合計     3,297,587 51.6 2,384,133 40.4   3,426,691 50.3

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     1,085,035 17.0 － －   1,086,140 15.9

Ⅱ 資本剰余金     1,539,443 24.1 － －   1,540,547 22.6

Ⅲ 利益剰余金     644,039 10.1 － －   961,866 14.1

Ⅳ その他有価証券評 
  価差額金 

    283 0.0 － －   3,373 0.1

Ⅴ 自己株式     △177,329 △2.8 － －   △208,036 △3.0

資本合計     3,091,472 48.4 － －   3,383,892 49.7

負債及び資本合計     6,389,060 100.0 － －   6,810,583 100.0

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     ― ― 1,089,889 18.5   ― ―

２．資本剰余金     ― ― 1,544,296 26.1   ― ―

３．利益剰余金     ― ― 1,093,856 18.5   ― ―

４．自己株式     ― ― △208,036 △3.5   ― ―

株主資本合計     ― ― 3,520,006 59.6   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    ― ― 2,529 0.0   ― ―

評価・換算差額等合
計 

    ― ― 2,529 0.0   ― ―

純資産合計     ― ― 3,522,536 59.6   ― ―

負債純資産合計     ― ― 5,906,669 100.0   ― ―

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     11,484,467 100.0 11,610,554 100.0   24,355,489 100.0

Ⅱ 売上原価     9,361,082 81.5 9,166,918 78.9   19,671,400 80.8

売上総利益     2,123,385 18.5 2,443,635 21.1   4,684,088 19.2

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   1,755,917 15.3 2,086,730 18.0   3,735,328 15.3

営業利益     367,467 3.2 356,905 3.1   948,760 3.9

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   13   0 14   

２．賃貸料収入   4,206   4,206 8,412   

３．受取保険金   －   7,048 －   

４．その他 
営業外収益 

  7,730 11,950 0.1 3,372 14,627 0.1 13,937 22,363 0.1

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   777   804 1,585   

２．支払家賃   5,377   5,377 10,754   

３．その他 
営業外費用 

  1,526 7,681 0.1 1,475 7,657 0.1 12,526 24,866 0.1

経常利益     371,736 3.2 363,875 3.1   946,257 3.9

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売
却益 

  －   30,000 －   

２．貸倒引当金戻入
益 

  － － － 1,260 31,260 0.3 － － －

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損   －   382 －   

２．固定資産除却損 ※２ 7,881   10,944 11,112   

３．店舗等撤退費用   7,154   － 7,154   

４．減損損失 ※３ －   17,776 －   

５．会員権売却損   － 15,035 0.1 1,265 30,369 0.3 － 18,267 0.1

税金等調整前 
中間（当期） 
純利益 

    356,700 3.1 364,766 3.1   927,989 3.8

法人税、住民税 
及び事業税 

  205,761   139,452 463,638   

法人税等調整額   △14,440 191,321 1.7 30,396 169,848 1.4 △18,855 444,783 1.8

中間(当期)純利
益 

    165,379 1.4 194,917 1.7   483,206 2.0

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,539,443   1,539,443

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．ストックオプション行
使による新株式の発行 

 － － 1,104 1,104

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

 1,539,443   1,540,547

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  542,557   542,557

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．中間（当期）純利益  165,379 165,379 483,206 483,206

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  63,897 63,897 63,897 63,897

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

 644,039   961,866

     



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 
 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 1,086,140 1,540,547 961,866 △208,036 3,380,518 

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行 3,748 3,748     7,497 

剰余金の配当     △62,927   △62,927 

中間純利益     194,917   194,917 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）           

中間連結会計期間中の変動額合計 
 （千円） 3,748 3,748 131,990   139,487 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 1,089,889 1,544,296 1,093,856 △208,036 3,520,006 

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 3,373 3,373 3,383,892 

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行     7,497 

剰余金の配当     △62,927 

中間純利益     194,917 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） △843 △843 △843 

中間連結会計期間中の変動額合計 
 （千円） △843 △843 138,644 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 2,529 2,529 3,522,536 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  356,700 364,766 927,989

減価償却費   29,675 37,797 69,772

減損損失   － 17,776 －

営業権償却   2,886 － 6,349

のれん償却額   － 5,001 －

貸倒引当金の増減額   △1,585 1,325 △509

賞与引当金の増加額   13,096 6,464 12,443

短期解約損失引当金
の増減額 

  44,900 △43,871 41,646

退職給付引当金の 
増加額 

  1,502 5,345 154

受取利息及び 
受取配当金 

  △13 △1 △14

支払利息   777 804 1,585

投資有価証券売却益   － △30,000 －

固定資産除売却損   7,881 11,327 11,112

売上債権の増減額   79,961 496,376 △189,550

たな卸資産の増加額   △354,218 △124,858 △227,368

仕入債務の減少額   △44,901 △611,849 △214,600

未払金の減少額   △387,881 △115,500 △435,902

その他   28,580 △35,706 193,413

小計   △222,637 △14,801 196,521

利息及び配当金の 
受取額 

  13 1 14

利息の支払額   △777 △804 △1,585

法人税等の 
還付・支払額 

  △304,816 △307,646 △459,422

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  △528,217 △323,251 △264,472

     

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

投資有価証券の取得
による支出 

  △100,000 △15,250 △100,000

有形固定資産の取得
による支出 

  △115,662 △82,361 △183,269

営業譲受けによる 
支出 

  △19,047 △18,733 △19,047

その他   △55,104 88,130 △195,808

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △289,815 △28,214 △498,125

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

長期借入れによる収
入 

  － － 107,590

長期借入金の返済に
よる支出 

  － △107,590 －

株式の発行による 
収入 

  － 7,497 2,208

自己株式の取得 
による支出 

  △63,747 － △94,454

配当金の支払額   △63,224 △62,656 △63,820

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △126,972 △162,748 △48,476

Ⅳ 現金及び現金同等物の
減少額 

  △945,005 △514,214 △811,074

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,328,908 1,517,834 2,328,908

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 1,383,903 1,003,619 1,517,834

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数      ３社 連結子会社の数      ５社 連結子会社の数      ５社 

  連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

  株式会社ジャパンプロスタッフ 

株式会社ニッカ 

株式会社アップワード・モビリ

ティ 

株式会社ジャパンプロスタッフ 

株式会社ニッカ 

株式会社アップワード・モビリ

ティ 

株式会社オプトパワー 

株式会社モバイルタイガー 

株式会社ジャパンプロスタッフ 

株式会社ニッカ 

株式会社アップワード・モビリ

ティ 

株式会社オプトパワー 

株式会社モバイルタイガー 

   上記のうち、株式会社アップワ

ード・モビリティについては、当

中間連結会計期間において新たに

設立したため、連結の範囲に含め

ております。 

  上記のうち、株式会社アップワ

ード・モビリティ、株式会社オプ

トパワー及び株式会社モバイルタ

イガーについては、当連結会計年

度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

   同左  連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しておりま

す。 

３．会計処理基準に関する事

項 

      

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

①有価証券 

その他有価証券 

①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価

は主として移動平均法により算

定） 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法により算

定） 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は主

として移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ②たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

商品 

同左 

②たな卸資産 

商品 

同左 

  貯蔵品 

最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

 なお、建物（附属設備を除

く）は定額法によっておりま

す。 

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物     ３～24年 

構築物    10～20年 

車両運搬具  ２～６年 

器具備品   ２～15年 

②無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっており

ます。 

 また、当中間連結会計期間

に取得した営業権について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

 (会計処理の変更) 

  従来、営業権は取得時に一

括償却しておりましたが、当

中間連結会計期間より、今後

適用される企業結合会計基準

の動向をふまえ、投資効果を

考慮して期間損益の適正化を

図るため、３年間で均等償却

する方法に変更しました。 

 この結果、従来の方法によ

った場合に比べて営業利益及

び経常利益は2,886千円減少

し、税金等調整前中間純利益

は16,161千円増加しておりま

す。 

③長期前払費用  

均等償却 

①有形固定資産 

定率法 

 なお、建物（附属設備を除

く）は定額法によっておりま

す。 

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物    ３～28年 

構築物    10～20年 

車両運搬具 ２～６年 

器具備品  ２～15年 

②無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっており

ます。 

 また、のれんについては、

３年間で均等償却する方法を

採用しております。 

  

③長期前払費用  

同左 

①有形固定資産 

定率法 

 なお、建物（附属設備を除

く）は定額法によっておりま

す。 

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物    ３～24年 

構築物   10～20年 

車両運搬具 ２～６年 

器具備品  ２～15年 

②無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっており

ます。 

 また、当連結会計年度に取

得した営業権については、３

年間で均等償却する方法を採

用しております。 

 (会計処理の変更) 

  従来、営業権は取得時に一

括償却しておりましたが、当

連結会計年度より、今後適用

される企業結合会計基準の動

向をふまえ、投資効果を考慮

して期間損益の適正化を図る

ため、３年間で均等償却する

方法に変更しました。 

 この結果、従来の方法によ

った場合に比べて営業利益及

び経常利益は6,349千円減少

し、税金等調整前中間純利益

は12,698千円増加しておりま

す。 

③長期前払費用 

同左 

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒に備えるため、一

般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当中

間連結会計期間に負担すべき額

を計上しております。 

③短期解約損失引当金 

 当社及び連結子会社で加入申

込受付をした携帯電話契約者及

び固定電話契約者が短期解約を

した場合に、当社及び連結子会

社と代理店委託契約又は営業業

務委託契約を締結している電気

通信事業者に対して返金すべき

手数料の支払いに備えるため、

短期解約実績率により、短期解

約に係る手数料の返金見込額を

計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 

③短期解約損失引当金 

 同左 

①貸倒引当金 

同左 

②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当連

結会計年度に負担すべき額を計

上しております。 

③短期解約損失引当金 

 同左 

 ④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額（簡便

法）に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

④退職給付引当金 

同左 

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額（簡便

法）に基づき、計上しておりま

す。 

(4) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

①消費税等の会計処理 

同左 

①消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純利益は17,776千円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額3,522,536千円と純資産の部の金額

に差異はありません。 

────── 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

 (中間連結損益計算書) 

    特別損失の「店舗等撤退費用」は、前中間連結会計

期間は、「その他特別損失」に含めて表示しておりま

したが、当中間連結会計期間において特別損失の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「店舗等撤退費

用」の金額は2,360千円であります。 

────── 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増

減額」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「未払金の増減額」は8,992千円であります。 

────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（法人事業税における外形標準課税

部分の中間連結損益計算書上の表示

方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間連結会計期間から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の

付加価値割及び資本割7,526千円を販

売費及び一般管理費として処理して

おります。 

  

 ―――――― （法人事業税における外形標準課税部

分の連結損益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成16年２月

13日）が公表されたことに伴い、当連

結会計年度から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本

割16,211千円を販売費及び一般管理費

として処理しております。 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

128,530千円 193,212千円 164,340千円

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

給料手当 478,624千円

雑給 187,174千円

地代家賃 253,394千円

賞与引当金繰入額 50,093千円

退職給付費用 5,322千円

給料手当 566,536千円

雑給 253,544千円

地代家賃 299,620千円

賞与引当金繰入額 53,650千円

退職給付費用 8,433千円

給料手当 993,108千円

雑給 407,711千円

地代家賃 526,552千円

賞与引当金繰入額 49,457千円

退職給付費用 7,052千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 6,802千円

器具備品 1,079千円

計 7,881千円

建物 10,880千円

器具備品 63千円

計 10,944千円

建物 6,802千円

器具備品 1,173千円

無形固定資産 

（ソフトウェア） 

3,137千円

計 11,112千円

 ※３．減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。 

 当社グループは原則として、継続的

に収支の把握を行っている管理会計上

の区分(セグメント別かつ事業所別）

を単位としてグルーピングを行ってお

ります。 

 上記の資産は、北見コールセンター

の撤退に伴い、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、減損損失17,776千円を

計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額

は、売却が困難であるためゼロとして

おります。 

場所 用途 種類 減損損失 

ネットワ

ーク事業

における

北見コー

ルセンタ

ー 

（北海道

北見市） 

電話設備 器具備品
17,776 

千円 

 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加102株は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．新株引受権の当中間連結会計期間減少は、新株引受権の失効によるものであります。 

２．新株引受権の当中間連結会計期間減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

３．新株引受権の当中間連結会計期間減少は、新株引受権の失効及び行使によるものであります。 

４．新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります 

５．新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

６．権利行使可能な新株引受権であります。 

７．権利行使可能な新株予約権であります。 

８．会社法の施行日前に無償で付与された新株予約権であるため、残高はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末 

株式数（株）  

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間 

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 （注）１ 65,961.18 102.00 ― 66,063.18 

合計 65,961.18 102.00 ― 66,063.18 

自己株式         

普通株式 3,033.50 ― ― 3,033.50 

合計 3,033.50 ― ― 3,033.50 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会 

計期間末残高 

（千円） 

前連結会計 

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会 

計期間末 

提出会社 平成11年新株引受権（注）１、６、８ 普通株式 283.5 ― 67.5 216.0 ― 

提出会社 平成12年新株引受権（注）１、６、８ 普通株式 45.0 ― 9.0 36.0 ― 

提出会社 
平成13年新株引受権①（注）１、６、

８ 
普通株式 279.0 ― 18.0 261.0 ― 

提出会社 
平成13年新株引受権②（注）２、６、

８ 
普通株式 198.0 ― 45.0 153.0 ― 

提出会社 
平成14年新株引受権①（注）３、６、

８ 
普通株式 387.0 ― 57.0 330.0 ― 

提出会社 
平成14年新株引受権②（注）２、６、

８ 
普通株式 27.0 ― 9.0 18.0 ― 

提出会社 平成15年新株予約権（注）７、８ 普通株式 150.0 ― ― 150.0 ― 

提出会社 平成17年新株予約権（注）４、８ 普通株式 1,158.0 ― 74.0 1,084.0 ― 

提出会社 平成18年新株予約権（注）４、５、８ 普通株式 ― 654.0 8.0 646.0 ― 

合計 ―      

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 

定時株主総会 
普通株式 62,927 1,000 平成17年12月31日 平成18年３月31日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定  1,383,903千円

現金及び現金同等物  1,383,903千円

現金及び預金勘定 1,003,619千円

現金及び現金同等物 1,003,619千円

現金及び預金勘定 1,517,834千円

現金及び現金同等物 1,517,834千円



（リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成17年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 種類 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円)  
 差額(千円) 

 その他 100,000 100,477 477 

種類 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円)  

その他 100,000 104,265 4,265 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 15,250 

種類 取得原価(千円) 
連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円)  

その他 100,000 105,688 5,688 



（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

 当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

（注）会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 

２．中間連結財務諸表への影響額 

 提出会社の付与したストック・オプションは会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中

間連結財務諸表への影響額はありません。 

  平成18年ストック・オプション  

付与対象者の区分及び人数 当社従業員     130名 

ストック・オプションの付与数 普通株式      654株 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 

付与日(平成18年４月28日)以降、権利確

定日(平成20年４月１日)にまで、当社ま

たは関係会社の取締役、監査役または従

業員の地位を有すること。 

対象勤務期間 平成18年４月28日～平成20年３月31日  

権利行使期間 
５年間(平成20年４月１日～平成25年３月

31日) 

権利行使価格（円） 146,000 

公正な評価単価(付与日)（円）（注） ― 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 (注)１．事業の区分は、商品、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各部門の主な商品等 

(１)移動体通信機器販売事業・・・移動体通信機器等の販売及び移動体通信サービスの契約申込の取次ぎ。 

(２)ネットワーク事業・・・固定通信回線等の加入取次ぎ。 

(３)人材サービス事業・・・人材派遣、紹介及び教育研修。  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（184,562千円）の主なものは、管理部門に

係る費用であります。 

４．従来、全セグメント売上高の合計及び営業利益の全セグメントの金額の合計額に占める「移動体通信機器販売

事業」の割合が、いずれも90％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりました

が、当中間連結会計期間より開始した「ネットワーク事業」の営業損失が全セグメントの営業利益の合計額の

10％以上となったため、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメント情報を記載しております。 

 (注)１．事業の区分は、商品、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各部門の主な商品等 

(１)移動体通信機器販売事業・・・移動体通信機器等の販売及び移動体通信サービスの契約申込の取次ぎ。 

(２)ネットワーク事業・・・固定通信回線等の加入取次ぎ。 

(３)人材サービス事業・・・人材派遣、紹介及び教育研修。  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（220,066千円）の主なものは、管理部門に

係る費用であります。 

  前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)                             

 
移動体通信機
器販売事業 
（千円） 

ネットワーク
事業（千円）

人材サービス
事業（千円）

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 10,876,243 284,134 324,090 11,484,467 ― 11,484,467 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― 37,127 37,127 (37,127) ― 

計 10,876,243 284,134 361,217 11,521,594 (37,127) 11,484,467 

営業費用 10,191,115 388,556 395,892 10,975,564 141,435 11,117,000 

営業利益又は営業損失（△） 685,127 △104,422 △34,674 546,030 (178,562) 367,467 

  当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日)                             

 
移動体通信機
器販売事業 
（千円） 

ネットワーク
事業（千円）

人材サービス
事業（千円）

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 10,663,797 364,020 582,736 11,610,554 ― 11,610,554 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― 131,973 131,973 （131,973） ― 

計 10,663,797 364,020 714,710 11,742,527 （131,973） 11,610,554 

営業費用 10,079,848 366,760 726,970 11,173,579 80,069 11,253,648 

営業利益又は営業損失（△） 583,948 △2,740 △12,260 568,948 （212,042） 356,905 



 前連結会計年度（自17年１月１日 至17年12月31日）  

（注）１．事業の区分は、商品、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各部門の主な商品等 

(１)移動体通信機器販売事業・・・移動体通信機器等の販売及び移動体通信サービスの契約申込の取次ぎ。 

(２)ネットワーク事業・・・固定通信回線等の加入取次ぎ。 

(３)人材サービス事業・・・人材派遣、紹介及び教育研修。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（361,458千円）の主なものは、管理部門に

係る費用であります。 

４．従来、全セグメント売上高の合計及び営業利益の全セグメントの金額の合計額に占める「移動体通信機器販売

事業」の割合が、いずれも90％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりました

が、当連結会計年度より開始した「ネットワーク事業」の営業損失が全セグメントの営業利益の合計額の10％

以上となったため、当連結会計年度から事業の種類別セグメント情報を記載しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）において、海外売

上高がないため該当事項はありません。 

 
移動体通信機
器販売事業 
（千円） 

ネットワーク
事業（千円）

人材サービス
事業（千円）

計（千円） 
消去又は全社 
 （千円）  

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益             

 売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 22,929,819 582,875 842,794 24,355,489 － 24,355,489 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 87,943 87,943 (87,943) － 

計 22,929,819 582,875 930,738 24,443,433 (87,943) 24,355,489 

営業費用  21,406,132 781,357 960,776 23,148,266 258,462 23,406,729 

営業利益又は営業損失（△） 1,523,686 △198,482 △30,037 1,295,166 (346,406) 948,760 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 48,895.83円

１株当たり中間純利 
益金額 

  2,590.29円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

2,580.81円

１株当たり純資産額 55,886.94円

１株当たり中間純利 
益金額 

3,095.20円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

3,065.50円

１株当たり純資産額 53,774.30円

１株当たり当期純利益
金額 

7,617.43円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

7,583.04円

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり中間純利益金額       

中間（当期）純利益 

（千円） 
165,379 194,917 483,206 

普通株主に帰属しない 

金額（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円） 
165,379 194,917 483,206 

期中平均株式数（株） 63,845.79 62,974.24 63,434.33 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
      

普通株式増加数（株） 234.74 610.17 287.61 

（うち新株予約権） (234.74)  (610.17)  (287.61)  

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株

式の概要 

 旧商法第280条ノ19の規定

による新株引受権（ストック

オプション） 

(平成11年11月11日臨時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数  

                  283.5株 

 (平成12年3月15日定時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数   

                   45.0株 

 

 商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権 

(平成17年3月29日定時株主総

会決議) 

  目的となる株式の数   

                1,289.0株 

 旧商法第280条ノ20及び旧

商法第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権 

(平成18年3月30日定時株主総

会決議) 

  目的となる株式の数   

                  646.0株 

 旧商法第280条ノ19の規定

による新株引受権（ストック

オプション） 

(平成11年11月11日臨時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数  

                  283.5株 

 (平成12年3月15日定時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数   

                   45.0株 

  

 商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権 

(平成17年3月29日定時株主総

会決議) 

  目的となる株式の数   

                1,158.0株 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,226,212   761,854 1,220,730   

２．売掛金   625,894   536,367 602,363   

３．営業未収入金   1,813,751   1,575,907 1,961,665   

４．たな卸資産   1,201,570   1,175,838 1,125,371   

５．その他   364,216   305,717 389,680   

６．貸倒引当金   △306   △4,228 △32,692   

流動資産合計     5,231,338 74.3 4,351,457 68.8   5,267,118 73.9

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１   253,626 3.6 311,132 4.9   288,029 4.0

２．無形固定資産     22,575 0.3 28,077 0.4   19,451 0.3

３．投資その他の 
資産 

          

(1) 関係会社株式   745,816   765,816 765,816   

(2) 長期貸付金   50,913   92,673 8,251   

(3) 敷金   466,888   514,423 489,498   

(4) 繰延税金資産   83,616   75,579 61,819   

(5) その他   258,075   267,223 266,509   

(6) 投資損失引当
金 

  △35,816   △35,816 △35,816   

(7) 貸倒引当金   △33,561   △45,057 △2,204   

投資その他の 
資産合計 

    1,535,932 21.8 1,634,841 25.9   1,553,875 21.8

固定資産合計     1,812,134 25.7 1,974,051 31.2   1,861,355 26.1

資産合計     7,043,473 100.0 6,325,509 100.0   7,128,474 100.0

            
 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   1,969,477   1,265,630 1,751,777   

２．営業未払金   630,308   522,426 686,847   

３．未払法人税等   155,134   100,664 203,693   

４．賞与引当金   44,143   50,788 44,099   

５．短期解約損失 
引当金 

  74,541   27,662 70,128   

６．その他   559,044   492,170 576,311   

流動負債合計     3,432,649 48.7 2,459,342 38.9   3,332,857 46.8

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金   22,322   27,309 21,259   

２．その他   79,249   77,819 73,258   

固定負債合計     101,572 1.5 105,128 1.6   94,517 1.3

負債合計     3,534,222 50.2 2,564,471 40.5   3,427,375 48.1

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     1,085,035 15.4 － －   1,086,140 15.2

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   1,539,443   － 1,540,547   

資本剰余金合計     1,539,443 21.8 － －   1,540,547 21.6

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   8,078   － 8,078   

２．中間（当期） 
未処分利益 

  1,053,739   － 1,270,995   

利益剰余金合計     1,061,818 15.1 － －   1,279,073 17.9

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    283 0.0 － －   3,373 0.1

Ｖ 自己株式     △177,329 △2.5 － －   △208,036 △2.9

資本合計     3,509,251 49.8 － －   3,701,099 51.9

負債資本合計     7,043,473 100.0 － －   7,128,474 100.0

            
 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 1,089,889 17.2   － －

２．資本剰余金           

  (１) 資本準備金   －   1,544,296 －   

    資本剰余金合計     － － 1,544,296 24.5   － －

 ３．利益剰余金           

  (１) 利益準備金   －   8,078 －   

  (２）その他利益剰  
   余金 

          

     繰越利益剰余 
     金 

  －   1,324,280 －   

    利益剰余金合計     － － 1,332,358 21.1   － －

 ４．自己株式     － － △208,036 △3.3   － －

    株主資本合計     － － 3,758,507 59.5   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １．その他有価証券評 
  価差額金 

    － － 2,529 0.0   － －

  評価・換算差額等合
計 

    － － 2,529 0.0   － －

  純資産合計     － － 3,761,037 59.5   － －

  負債純資産合計     － － 6,325,509 100.0   － －

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     8,850,277 100.0 8,931,846 100.0   18,826,286 100.0

Ⅱ 売上原価     7,190,101 81.2 7,038,041 78.8   15,255,569 81.0

売上総利益     1,660,175 18.8 1,893,805 21.2   3,570,716 19.0

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   1,388,411 15.7 1,674,801 18.7   2,907,025 15.5

営業利益     271,764 3.1 219,004 2.5   663,691 3.5

Ⅳ 営業外収益 ※２   16,142 0.2 35,345 0.4   51,142 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※３   6,834 0.1 16,095 0.2   36,596 0.2

経常利益     281,072 3.2 238,254 2.7   678,237 3.6

Ⅵ 特別利益 ※４   － － 31,260 0.3   － －

Ⅶ 特別損失 ※4、5   71,846 0.8 36,699 0.4   71,893 0.4

税引前中間（当
期）純利益 

    209,225 2.4 232,815 2.6   606,343 3.2

法人税、住民税 
及び事業税 

  149,477   92,899 325,479   

法人税等調整額   △38,529 110,947 1.3 23,703 116,603 1.3 △34,669 290,809 1.5

中間（当期） 
純利益 

    98,278 1.1 116,212 1.3   315,533 1.7

前期繰越利益     955,461 ―   955,461 

中間（当期） 
未処分利益 

    1,053,739 ―   1,270,995 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
資本剰余金 
合計 

利益 

準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 1,086,140 1,540,547 1,540,547 8,078 1,270,995 1,279,073 △208,036 3,697,725 

中間会計期間中の変動額                 

新株の発行 3,748 3,748 3,748         7,497 

剰余金の配当         △62,927 △62,927   △62,927 

中間純利益         116,212 116,212   116,212 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額 
（純額） 

                

中間会計期間中の変動額合計 
                 （千円） 3,748 3,748 3,748   53,284 53,284   60,782 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 1,089,889 1,544,296 1,544,296 8,078 1,324,280 1,332,358 △208,036 3,758,507 

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 3,373 3,373 3,701,099 

中間会計期間中の変動額       

新株の発行     7,497 

剰余金の配当     △62,927 

中間純利益     116,212 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額 
（純額） 

△843 △843 △843 

中間会計期間中の変動額合計 
               （千円） △843 △843 59,938 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 2,529 2,529 3,761,037 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定) 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 なお、建物（附属設備を除

く）は定額法によっておりま

す。 

 主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  建物      ３～24年 

構築物    10～20年 

車両運搬具  ２～６年 

器具備品   ２～10年 

  

  (2) 無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

   また、当中間会計期間に取得

した営業権については、３年間

で均等償却する方法を採用して

おります。 

 (会計処理の変更) 

  従来、営業権は取得時に一括

償却しておりましたが、当中間

会計期間より、今後適用される

企業結合会計基準の動向をふま

え、投資効果を考慮して期間損

益の適正化を図るため、３年間

で均等償却する方法に変更しま

した。 

 この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて営業利益及び経

常利益は2,886千円減少し、税引

前中間純利益は16,161千円増加

しております。 

 また、のれんについては、３

年間で均等償却する方法を採用

しております。 

  

  

 また、当期に取得した営業権

については、３年間で均等償却

する方法を採用しております。 

 (会計処理の変更) 

  従来、営業権は取得時に一括

償却しておりましたが、当期よ

り、今後適用される企業結合会

計基準の動向をふまえ、投資効

果を考慮して期間損益の適正化

を図るため、３年間で均等償却

する方法に変更しました。 

 この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて営業利益及び経

常利益は6,349千円減少し、税引

前当期純利益は12,698千円増加

しております。 

  (3) 長期前払費用 

均等償却 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒に備えるため、一

般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

  (2) 投資損失引当金 

 関係会社等への投資に係る損

失に備えるため、当該会社の財

政状態を勘案してその必要額を

計上しております。 

(2) 投資損失引当金 

 同左 

(2) 投資損失引当金 

 同左 

  (3) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当中

間会計期間に負担すべき額を計

上しております。 

(3) 賞与引当金 

 同左 

(3) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当事

業年度に負担すべき額を計上し

ております。 

  (4) 短期解約損失引当金 

 当社で加入申込受付をした携

帯電話契約者及び固定電話契約

者が短期解約をした場合に、当

社と代理店委託契約又は営業業

務委託契約を締結している電気

通信事業者に対して返金すべき

手数料の支払いに備えるため、

短期解約実績率により、短期解

約に係る手数料の返金見込額を

計上しております。 

  

(4) 短期解約損失引当金 

 同左 

(4) 短期解約損失引当金 

 同左 

  (5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額（簡便法）に

基づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

(5) 退職給付引当金 

 同左 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額（簡便法）に

基づき計上しております。 

４．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。 

(1) 消費税等の会計処理 

   同左 

(1) 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引

前中間純利益は、17,776千円減少して

おります。 

 なお減損損失累計額については、改

正後の中間財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。 

────── 

───―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額3,761,037千円と純資産の部の金額

に差異はありません。 

────── 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 （法人事業税における外形標準課税

部分の中間損益計算書上の表示方

法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間会計期間から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割7,526千円を販売費

及び一般管理費として処理しており

ます。 

 ――――――  （法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成16年２月

13日）が公表されたことに伴い、当事

業年度から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割

16,211千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

      118,876千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

177,264千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

148,574千円

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 

有形固定資産 23,644千円 有形固定資産 32,697千円 有形固定資産 55,202千円 

無形固定資産 3,096千円 無形固定資産 5,093千円 無形固定資産 6,806千円 

※２．営業外収益のうち重要なもの ※２．営業外収益のうち重要なもの ※２．営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 2,365千円 受取利息 2,045千円 

受取保険金 7,048千円 

受取利息 5,218千円 

※３．営業外費用のうち重要なもの ※３．営業外費用のうち重要なもの ※３．営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 777千円 支払利息 751千円 支払利息 1,514千円 

 ※４．特別利益のうち重要なもの  

 
投資有価証券売
却益 

30,000千円 
 

※４．特別損失のうち重要なもの ※５．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの 

投資損失引当金
繰入額 

35,816千円 
固定資産除却損 4,211千円 固定資産除却損 94千円 

貸倒引当金繰入
額 

31,666千円 
減損損失 17,776千円 

貸倒引当金繰入
額 

13,062千円 

投資損失引当金
繰入額 

35,816千円 

貸倒引当金繰入
額 

31,619千円 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ６．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 

 当社は原則として、継続的に収支の

把握を行っている管理会計上の区分

(セグメント別かつ事業所別）を単位

としてグルーピングを行っておりま

す。  

 上記の資産は、北見コールセンター

の撤退に伴い、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、減損損失17,776千円を

計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額

は、売却が困難であるためゼロとして

おります。 

場所 用途 種類 減損損失 

ネットワ

ーク事業

における

北見コー

ルセンタ

ー 

（北海道

北見市） 

電話設備 器具備品
17,776 

千円 

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

（リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で時価のあるものはありません。 

  
前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

普通株式 （注） 3,033.5 － － 3,033.5 

合計 3,033.5 － － 3,033.5 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額  55,503.57円

１株当たり中間純利 
益金額 

1,539.30円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

 1,533.66円

１株当たり純資産額 59,670.90円

１株当たり中間純利 
益金額 

1,845.40円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

1,827.69円

１株当たり純資産額  58,815.12円

１株当たり当期純利 
益金額 

 4,974.17円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

  4,951.72円

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
   

中間（当期）純利益 

（千円） 
98,278 116,212 315,533 

普通株主に帰属しない 

金額（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円） 
98,278 116,212 315,533 

期中平均株式数（株） 63,845.79 62,974.24 63,434.33 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
      

普通株式増加数（株） 234.74 610.17 287.61 

（うち新株予約権） （234.74） （610.17） （287.61） 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株

式の概要 

 旧商法第280条ノ19の規定

による新株引受権（ストック

オプション） 

(平成11年11月11日臨時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数  

                  283.5株 

 

 (平成12年3月15日定時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数   

                   45.0株 

 

 商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権 

(平成17年3月29日定時株主総

会決議) 

  目的となる株式の数   

                1,289.0株 

  旧商法第280条ノ20及び旧

商法第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権 

(平成18年3月30日定時株主総

会決議) 

  目的となる株式の数   

                 646.0株 

 旧商法第280条ノ19の規定

による新株引受権（ストック

オプション） 

(平成11年11月11日臨時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数  

                  283.5株 

  

（平成12年3月15日定時株主

総会決議) 

  目的となる株式の数   

                   45.0株 

  

 商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権 

(平成17年3月29日定時株主総

会決議) 

  目的となる株式の数   

                1,158.0株 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第13期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月30日関東財務局長に提出。 

(2) 自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成17年12月１日 至 平成17年12月31日）平成18年１月６日関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年１月31日）平成18年２月１日関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年２月28日）平成18年３月２日関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月４日関東財務局長に提出。 

(3) 有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第13期）(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）の有価証券報告書にかかる訂正報告書を平

成18年４月26日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月２７日

株 式 会 社 ベ ル パ ー ク 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ベルパーク

の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ベルパーク及び連結子会社の平成１７年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平

成１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 田 昌 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年９月27日 

株式会社ベルパーク  

 取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 山 田 治 彦 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 酒 井 弘 行 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ベルパークの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年１月１日から

平成18年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ベルパーク及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月２７日

株 式 会 社 ベ ル パ ー ク 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ベルパーク

の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第１３期事業年度の中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ベルパークの平成１７年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年

６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 田 昌 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年９月27日 

株式会社ベルパーク  

 取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 山 田 治 彦 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 酒 井 弘 行 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ベルパークの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（平成18年１月１日から平

成18年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ベルパークの平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年１月１日

から平成18年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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